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子どもたちとスポーツと街づくりクラブ創設委託事業要項 

 
平成２２年３月２５日制  定  
平成２２年８月１１日一部改正 
愛 知 県 教 育 委 員 会 

１ 趣 旨 
地域において、子どもたちから高齢者まで多世代の住民が関わり、主にスポーツ活動等の

子育て支援に資する事業を総合的に行う事業体としてのクラブ（以下「クラブ」という）の

創設に向けた事業を市町村、及び既存のクラブ・ＮＰＯ法人に委託し、健全な子育て、活力

ある次世代の育成に連帯して取り組む地域づくりを推進する。 
 
２ 委託事業の内容 

次の（1）から（4）に示すすべての事業、またはいずれかの事業を地域の実情を踏まえて

実施する。ただし、（1）の事業は必須とする。 
（1）クラブ創設のための準備委員会等を設置し、関係機関との調整及び事業計画の作成等ク

ラブ創設までの準備。また、既存のクラブにあっては事業実施のための委員会等の設置。 
（2）地域、家庭、学校等の協働を促進させてクラブづくり、及び事業の推進を牽引するコー

ディネーターの配置。 
（3） 当該地域において、クラブの意義等を住民へ啓発するためのイベントの開催、及び広報

活動に関すること。 
（4）その他、事業の目的のために必要な活動。 
 
３ 事業の委託先 
（1）愛知県内の市町村 
（2）愛知県内にある既存のクラブ・ＮＰＯ法人 
 
４ 委託期間 
  委託を受けた日から当該年度末日までの間とする。 
 
５ 委託手続 
（1）上記３の（1）又は（2）に掲げる者（以下「市町村等」という）が本事業の委託を受け

ようとするときは、事業計画書（別紙１）を愛知県教育委員会に提出すること。 
（2）愛知県教育委員会は、上記（1）により提出された事業計画書の内容を審査し、適切であ

ると認めた場合、委託する市町村等を決定し、当該市町村等と委託契約を締結する。 
 
６ 委託経費 
（1）愛知県教育委員会は、予算の範囲内で事業に要する経費（諸謝金、旅費、需用費、役務

費、使用料及び賃借料、再委託費、その他事業の実施に必要と認められる費用）を委託費

として支出する。ただし、1 件当たりの上限委託料は２，６４０千円（税込み）とする。 
（2）愛知県教育委員会は、市町村等が本契約の定めに違反したとき、又は委託事業の遂行が
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困難であると認めたときは、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じること

ができる。 
（3）既存の事業を、この事業として実施することは認めない。 
 
７ 事業完了の報告 
  委託を受けた市町村等は、本事業が完了したとき（契約を廃止又は中止（以下「廃止等」 
という）したときを含む）は、委託事業完了（廃止等）報告書（別紙２）を作成し、終了し 
た日から３０日を経過した日までに愛知県教育委員会に提出しなければならない。 

 
８ 委託費の額の確定 
（1）愛知県教育委員会は、上記７により提出された委託事業完了（廃止等）報告書について

検査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適切であると認めたときは、委託費の

額を確定し、市町村等へ通知するものとする。 
（2）上記（１）の確定額は、事業に要した実支出額と委託契約額のいずれか低い額とする。 
 
９ 著作権等 
  本事業の実施に伴い、市町村等が創作行為を行ったことにより、市町村等が有することと 
なった著作権のうち、財産権については愛知県教育委員会に帰属するものとする。また、人 
格権については行使しないものとする。 

  なお、著作物及び本事業の実施によって得られた成果の利用については、愛知県教育委員 
会と市町村等が別途協議して定める。 

 
10  事業計画書等の提出先 
  〒４６０－８５３４（住所記載不要） 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 
  愛知県教育委員会学習教育部 体育スポーツ課 
  電話：０５２－９５４－６７９７（ダイヤルイン） ＦＡＸ：０５２－９６１－０６３９ 
  Ｅ-mail：sports@pref.aichi.lg.jp 
 
11 事業計画書の提出期間 
  平成２２年８月１１日（水）から平成２２年１０月２９日（金）午後５時までの随時。 
 ただし、契約額が予算額に達した時点で締め切るものとする。 
 
12 その他 
（1）愛知県教育委員会は、本事業の実施に関連する広報及び啓発活動を実施し、県全体での 

運動を展開するとともに、本事業により市町村等が配置するコーディネーターに対して、 
クラブ設立までのビジョン、持続可能な事業計画の策定等について計画的に指導・教育し、

その活動を支援する。 
（2）愛知県教育委員会は、本事業の実施に当たり、市町村等の求めに応じて、指導・助言を

行うとともに、その効果的な運営を図るために市町村等を支援する。 
（3）この要項に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については別に定める。 


